
1．はじめに 

 小規模宅地の評価減の特例のうち、被相続人等が居

住の用に供していた特定居住用宅地等の適用対象面積

が平成 25 年度税制改正により、240 ㎡から 330 ㎡に

拡大されます。今回はこの影響を考えてみます。 
2.「特定居住用宅地等」とは 

小規模宅地の評価減の特例とは、被相続人の事業用

宅地や居住用宅地を相続人等が相続等した場合に、そ

のうち一定要件を満たす宅地（特定事業用宅地等、特

定居住用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等、貸付

事業用宅地等）につき、その土地の課税価額が一定割

合減額される租税特別措置です。このうち特定居住用

宅地等とは被相続人や被相続人と生計を一にする親族

が居住の用に供していた土地で、現行の制度では、240
㎡までを限度面積としてその課税価額の 80％を減額

するものです。 
今回の改正について財務省では「大都市においてこ

の特例を適用している事案の平均的な宅地面積である

360 ㎡（三大都市圏の既成市街地等の圏内に所在する

税務署ごとの実績）、全国の居住用の土地面積の平均で

ある 300 ㎡（土地基本統計（平成 20 年度）における

全国平均）等を勘案して定めたと解説しています。 
3.都道府県別の持ち家住宅の敷地の平均的な姿 

 住宅の敷地について政府が調査しているものに、総

務省が 5 年ごとに行っている標本調査「住宅・土地統

計調査」があります。これは、「住宅及び住宅以外で人

が居住する建物に関する実態並びにこれらに居住して

いる世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全

国及び地域別に明らかにする」（総務省）ものです。直

近の調査は平成 20 年度のものがあります。この中か

ら、都道府県別の持ち家一戸建て 1 住宅あたりの面積

の統計により、敷地の平均的な姿について見てみます。 
次表の通り、大都市では 1 住宅あたりの敷地面積は

小さくなっています。仮にこの平均的な姿である住宅

の敷地が特定居住用宅地等として選択された場合には、

改正前の適用対象面積が 240㎡なら 1位の大阪府から

8 位の埼玉県までカバーすることになります。改正に

より適用対象面積が 330 ㎡になると、1 位の大阪府か

ら 27 位の大分県までカバーすることになります。 
上記の「三大都市圏の既成市街地等の圏内に所在す

る税務署ごとの実績」である特例適用対象の敷地面積

360 ㎡は、平均値とはいえかなり大きな「住宅」の 

＜持ち家一戸建て 1住宅あたりの敷地面積（狭い順）＞ 

 
 
事案ではないかと推察します。しかも、これは相続税

の基礎控除 4 割引き下げ適用の前のデータです。基礎

控除引き下げで、より「住宅・土地統計調査」の持ち

家の敷地の平均面積に近い土地を持つ人の適用を増え、

税務署が把握する平均値も引き下げ方向となるのでは

ないでしょうか？ 
4.「あまり」をどう考えるか 

 改正後、特定居住用宅地等の 330 ㎡に満たない土地

について、小規模宅地の評価減を適用する場面が増え

るなら、小規模宅地の評価減特例の適用枠に「あまり」

が出ることも予想されます。この「あまり」は、たと

えば小規模宅地の評価減の特例で 200 ㎡まで 50％の

評価減ができる貸付事業用宅地等として利用すること

も可能です。その場合には、面積を調整する必要が出

てきます。調整の計算は次の算式で行います。 
①+②の合計面積 ≦ 200 ㎡ 
① 特定居住用宅地等の適用面積×200÷330 
② 貸付事業用宅地等の適用面積 
簡単に言うと特定居住用宅地等として特例を適用す

る面積が、特定居住用宅地等の対象面積の上限である

330 ㎡のうち何割に当たるのかを計算し、これを貸付

事業用宅地等の対象上限面積200㎡に引き直した場合、

特例が適用済みの面積がどれだけあるかという考え方

で求めることができます。実は特定居住用宅地等の適

用対象面積が改正で増える結果、「あまり」として選択

できる貸付事業用宅地等の面積も若干増えます。この

利用方法について考えてみるのも、相続対策の１つに

なるかもしれません。 
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